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排出事業者（甲）

処理・処分業者

　　　　住　所

　　　　氏　名

産業廃棄物処理委託契約書 [処理・処分用]

医師会へ契約事務等の委任をした会員（別紙のとおり）

(乙)

　大阪市中央区高麗橋２丁

　野村興産株式会社　関西

　所　長　　　中　西　智

契約事務等代理人（丙）

所
名

住
民

大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目

一目法政阪市阿倍野区医

会長菅　　保

７上記排出事業者（:頃芦川認否医師会へ契約事務等の委任をした会員）（以下「甲」

野村興産株式会社（以下「乙」という｡）及び契約事務等代理ﾉぬμ痢瑕ΞI医師会

平成２７年１１月１日

という｡）、処理・処分業者

（以下「丙」という｡）は、

甲の事業場から排出される産業廃棄物の処理・処分を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第

１３７号。以下「法」という｡）に従い適正に行うため、次のとおり契約を締結する。この契約の成立を証するた

めに、本書１通を作成し、丙がこれを保有し、甲及び乙はこの写し（複写機によるコピー）を保有するものとす

る。

第１条（法の遵守）

　甲、乙及び丙は、処理業務の遂行にあたって法その他関係法令を遵守するものとする。

第２条（委託内容）
　甲は、甲の事業所から排出される産業廃棄物の処理・処分を乙に委託し、乙は、甲から委託された産業廃棄物

を【委託業務の内容】に示す方法により、許可された施設にて適正に処理・処分する。

第３条（事業の範囲）

　乙の事業範囲は【委託業務の内容】に示すとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして許可証の写し

を本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は適やかにその旨を甲及び丙に通知するとと

もに、変更後の許可証の写しを甲及び丙に提出する。

第４条（適正処理に必要な情報の提供）
　TL　甲もしくは丙は、処理・処分を委託する産業廃棄物の種類、発生工程、性状（形状、成分、有害物質の有

　　無及び臭気）、荷姿、腐敗・揮発等性状の変化、混合等により生じる支障、排出数量等の必要な情報を乙に文

にて通知しなければならない。通知する文書は「廃棄物データーシート」（環境省の「廃棄物情報の提供に

するガイドライン」（平成25年６月）を参照）の項目を参考に作成を行うものとする。

甲もしくは丙は、当該廃棄物が日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合、

該含有マークに関する情報を乙に文書にて通知しなければならない。

甲もしくは丙は、本契約の有効期間中、契約締結時に提供した当該廃棄物に係る前２項の情報に変更が生

る場合は、速やかに当該情報を文書にて乙に提供し、甲、乙及び丙間で対応について協議する。

第５条（再委託の禁止）

　乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲及び丙の書面

による承諾を得て法の定める再委託の基準に従う場合はこの限りではない。



第６条（権利・義務の譲渡）

　乙は、本契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、甲及び

丙の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

第７条（損害の賠償）

　乙は、甲から委託された産業廃棄物を乙の事業場における受入から処分の完了まで法令に基づき適正に処理す

る責任を負う。この間に発生した事故については、その原因が甲の責に帰する場合を除き、乙が責任を負う。

第８条（委託業務終了報告）

　乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理業務が完了した後､直ちに業務終了報告書を作成し、丙に提出する。

丙は、甲に業務終了したことを伝える。ただし、業務終了報告書はマニフェストＤ票で代えることができる。

第９条（委託料・消費税・支払い）

　１　甲の委託する産業廃棄物の処理業務に関する委託料の支払いについては【委託業務の内容】（４）の表にて

　　定める単価に基づき算出する。
　２　委託料の額が経済情勢の変化等により不相応となったときは、甲、乙及び丙の協議によりこれを改定する

　　ことができる。

　３　甲の委託する産業廃棄物の処理業務についての消費税等は、甲が負担する。

　４　甲は、乙からの業務終了報告書によって処理を確認した後、乙に処理料金を支払う。支払方法は、別途定

　　めるものとする。

第１０条（内容の変更）
　甲、乙及び丙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価ま

たは委託期間を変更するとき、または予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲、乙及び丙が協議の上、書面に

よりこれを定めるものとする。

第１１条（機密保持）

　甲、乙及び丙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機

密を公表する必要が生じた場合は、相手方の文書による許諾を得なければならない。

第１

　１

２

２条（契約の解除）
　甲、乙及び丙は、いずれかの当事者が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、この契約を解除する

ことができる。
　甲、乙及び丙は、いずれかの当事者が次の各号に１つでも該当するときには、本契約の期間中であっても、

本契約の全部または一部を解除することができる。

　（1）振出、裏書、引受、保証した手形、小切手が不渡りとなったとき。

　（2）差押、仮差押、仮処分、滞納処分を受けたとき。

　（3）破産、民事再生、会社更生の手続開始の中立、または解散、私的整理がなされたとき。

　（4）前３号に準ずる信用失墜の事実が認められるとき。

　（5）乙に対する債務の履行を１回でも怠ったとき。

　（6）災害等の不可抗力により、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき。

　　（7）第１３条の定めに違反したとき。

３　甲または乙が第１項及び前項各号に１つでも該当する場合、該当者は当然に期限の利益を喪失し、相手方

　に対する残債務全額を直ちに支払わなければならない。

４　第１項、第２項の規定または法令の規定によりこの契約を解除できる場合でも、本契約に基づき甲から引

き渡しを受けた産業廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該産業廃棄物を甲及び乙の責任で処理した

後でなければ、本契約は解除できない。

第１３条（反社会的勢力の排除）

　１　甲、乙及び丙は、それぞれ相手方に対し次の各号の事項を確約する。

　　　巾自らまたはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。

　　　力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。

　　　いこと。
　　　（2）本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、またはその運営に資するものでないこと。

）

）

が、暴

ではな



２　甲、乙及び丙は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、それぞれが相手方による前項の確約に依

　拠して本契約の締結及び履行をするものであることを確認する。

第１４条（協議）

　この契約に定めのない事項またはこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度

甲、乙及び丙が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。



　【委託業務の内容】

　（１）委託期間　　平成２７年１１月１日　から　平成２８年３月３１日　までとする。

　ただし、期間満了の１ヶ月前までに、当事者の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない

限り、同一条件でさらに１年間更新されたものとし、その後も同様とする。

（２）積み込み場所

　積み込み場所：

　積み込み場所所在地：

り
処
処
許

� 乙の事業の範囲

　理

理施
　可

名
地
分

昌

に

施
設

処理・処分方法

能
番
品

理
可
可

処
許
許

（４）

力
号
目

ぞ圖回復幌倍野回師会

大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目哺･Z6号

一
一

・
一

帰
一

野村興産株式会社　イトムカ鉱某所

北海道北見市留辺菜町富士見２ １７番地１

中間処理・最終処分

焙焼・埋立（管理型最終処分場）

許可証のとおり

北海道　（産廃）第００１４０００４７４６号

許可証のとおり

委託する産業廃棄物の種類、数量、契約単価

品名 廃棄物の種類 予定数量 契約単価

廃血圧計
金属くず、力゛ﾗｽくず、

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 /帥に台/年 1,404円／台(税込)

廃体温計
金属くず、力゛ﾗｽくず、

廃ｱﾗｽﾁｯｸ類 浪で）本／年
・

756円／本(税込)

（５）委託する産業廃棄物の適正処理に必要な情報

品名 発生工程 性状及び荷姿

性状の変化､混合等により

生じる支障及び含有マー

ク（JIS C0950）に関する

　　　　　情報

取扱注意事項

廃血圧計 甲の施設内で

使用済みにな

ったもの

固形、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱等
特になし 破損に注意

廃体温計 固形、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱等

（６）乙への搬入業者

収集・運搬区間 担当会社

上記積み込み場所から乙の積替保管施設 乙

乙の積替保管施設から乙のイトムカ鉱業所まで エア・ウォーター物流株式会社

（７）委託する産業廃棄物の最終処分

①

事業場の名称 野村興産株式会社　イトムカ鉱業所

施設の所在地 北海道北見市留辺菜町富士見２ １７番地１

処分方法 再生

　(水銀、鉄くず)施設の処理能力

②

事業場の名称 野村興産株式会社　イトムカ鉱業所

施設の所在地 北海道北見市留辺薬町富士見２ １７番地１

処分方法 埋立（管理型最終処分場）

施設の処理能力 １ ０３，１ ５９立方メートル

　（８）委託料金の支払方法

　第９条第４項の委託料は、乙が一括して丙に請求し、甲は当該委託料を丙を経由して乙に一括して支払うもの

とする。
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　　　　　　　　　許可番号第００１４０００４７４６号

　　　　産業廃棄物処分業許可証

　　　　　　　　　　　　　優

性　所　　東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番３号
氏名野村糞産株式会社づ　　

①

代表取締役　藤原　　悌

廃棄物処理及び清掃こ関す法律第条第

海

:

事

受者あ　

許可の年月日　　　平成２５年８月９日　　　　　　　　　‾‾'‾‾‘‾‾'

許可の有効年月日　　　　平成３２年８月４日

１．事業の範回
　　焼却（燃え殼、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維く

　　　ず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートく

　　　ず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、ばいじん）、

　　ぱい焼（燃え殼、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維

　　　くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器く

　　　ず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、ぱいじん）、
　　選別（汚泥、廃プラスチック類、金属くず､ガラスくず､コンクリートくず及び陶磁器くず）、

　　解体（汚泥、金属くず）、

　　破砕（ガラスくず、コンクリー卜くず及び陶磁器くず）、　　　　　，

　　埋立（燃え殼、産業廃棄物を処分するために処理したもの）。以下余白。

２．事業の用に供するすべての施設

（１）施設の種類　　燃え殼、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木く

　　　　　　　　　　ず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガ

　　　　　　　　　　ラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふ
　　　　　　　　　　ん尿、ばいじんの焼却施設

　　　設置場所..北見市留辺藁町富士見２ １７番１

　　　設置年月日　　平成７年３月９日

　　　処理能力　　１．２ｔ／日（２４時間）０．０５ｔ／時間

　　　許可年月日　　平成７年３月９日

　　　許可番号　　衛施第１５－４３号

（２）施設の種類　　廃油、廃プラスチック類の焼却施設

　　設置場所　　北見市留辺藁町富士見２ １７番１

　　　設置年月日　　平成１３年４月１１日

　　　処理能力　　４．８ｔ／日（２４時間）０．２ｔ／時間

　　　許可年月日　　平成１２年９月７日、

　　　許可番号　　網腐生第９３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２頁へ続く）

(オホーツク総合振興局)
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（３）施設の種類

設置場所

設置年月日

処理能力

　　許可年月日

　　許可番号

（４）施設の種類

　　設置場所

　　設置年月日

　　処理能力
　　許可年月日

　　許可番号

（５）施設の種類

　　設置場所

　　設置年月日

　　処理能力

　　許可年月日

　　許可番号

（６）施設の種類

　　設置場所

　　設置年月日’

　　処理能力、

　　許可年月日

　　許可番号

（７）施設の種類

　　設置場所

　　設置年月日

　　処理能力

（８）施設の種類

　　設置場所

　　設置年月日
　　処理能力

（９）施設の種類

　　設置場所

　　設置年月日

　　処理能力

　　　　　　　　　　　（２頁）

廃乾電池（水銀又はその化合物を含む汚泥、廃プラスチック類、金属くず等
の混合物）のばい焼り尭却施設、水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施
設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-ヽ
北見市留辺藁町富士見２１７番１
平成１６年１月１６目
　（廃乾電池）
　１００．８ｔ／日（２４時間）４．２ｔ／時間
　（水銀又はその化合物を含む汚泥）
　８１．３ｔ／日（２４時間）３．３８８ｔ／時間
平成１５年２月３日
網原生第１６７－５号

燃え殼、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類i紙くず、木く
ず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリ

ニトくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、ばいじんのぱ
い焼施設
北見市留辺藁町富士見２１７番１
平成６年１２月１９日
１８．７ｔ／日（２４時間）０．７８ｔ／時間
平成６年１２月１９日
衛施第１５－３０号

燃え殼、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木く
ず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリ
ートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、ばいじんのば
い焼施設
北見市留辺薬町富士見２１７番１
平成９年１２月１２目
３８．７８ｔ／日（２４時間）１．６２ｔ／時間
平成９年７月９日
網環生第１９６号

廃酸化銀電池（水銀又はその化合物を含む汚泥、金属くずの混合物）

又はその化合物を含む汚泥、金属くずのばい焼施設

北見市留辺藁町富士見２ １７番１
平成２５年ＩＯ月２８日

０．９ ６ｔ／Ｆ］（２４時間）０．０４ｔ／時間

平成２５年７月３１口

才環生第１５９５号

水銀

金属くず（リチウムイオン電池、リチウムスクラップに限る。）のばい焼
　（酸化）施設

北見市留辺藁町富士見２１７番１

平成２６年７月１日

ｌｔ／日（８時間）０．１ ２５ｔ／時間

ガラスくず及び蛍光管・水銀灯の前処理（破砕・選別）施設

北見市留辺藁町富士見２ １７番１

平成７年８月工目
１０ｔ／日（８時間）１．２５ｔ／時間、

ガラスくず及び蛍光管・水銀灯の洗浄処理（破砕・選別）施設
北見市留辺藁町富士見２ １７番１

平成１４年９月４日

４０．３ｔ／日　け３時間）３．１ｔ／時間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３頁へ続く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（オホーツク総合振興局）
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（10）施設の種類

　　設置場所

　　設置年月日

　　処理能力

(11)施設の種類

　　設置場所

　　設置年月｢ﾖ

　　処理能力

　　許可年月日

　　許可番号

（12）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（13）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（14）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（15）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　稽　　　類

（16）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（17）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

　　　　　　　　　　　（３頁）

冷陰極蛍光ランプの前処理（破砕・選別）施設

北見市留辺藁町富士見２１７番１

平成２２年７月１日

４．８ｔ／目（８時間）０．６ｔ／時間

管理型最終処分場

北見市留辺藁町富士見２ １７番１

平成２４年１１月２６日

１８，５４９．２�，１ ０３，１ ５９�

平成２３年１１月４口

才環生第２４２９琴

保管場所１（衛施第１ ５－４ ３号　焼却施設）

北見市留辺藁町富士見２ １７番１（１３号倉庫）

４，３２�

・汚泥

　保管上限　１７．１１�

保管場所２（衛施第１ ５－４ ３号　焼却施設）

北見市留辺藁町富士見２ １７番１（１３号倉庫）

２．１６�

・廃酸

　保管上限　１．０８�

保管場所３（衛施第でＬ５－４３号

北見市留辺藁町富士見２ １７番１

１．５９�

・廃油

　保管上限　３ ２�

ｒ
・
！
ｘ

焼却施設）

（１３号倉庫）

保管場所４（網殺生第９３号　焼却施設）

北見市留辺畠町富士見２ １７番１（１３号倉庫）

１３３，９２�

・廃プラスチック類

　保管上限　５３０．３２�

保管場所５（網腐生第９３号　焼却施設）

北見市留辺藁町富士見２１７番１（１３号倉庫）

３．、５７�

・廃油

　保管上限　７ご２�

保管場所６（網環生第１６７－５号　ばい焼・焼却施設）

北見市留辺藁町富士見２１７番１（１４号倉庫）

６１．９２�

・廃乾電池（水銀又はその化合物を含む汚泥、廃プラスチック類、金属くずの
　混合物）

　保管上限　１２４．８�

　　　　(４頁へ続く)

(オホーツク総合振興局)

笥
齢
罰
一



（18）施設の種類

　　設匿場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（19）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（20）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（21）施設の種類

　　･設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（22）施設の種類

　　設置場所

面
積
．

積
頚

（23）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（24）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　・類

（25）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

保管場所７（網環生第１

北見市留辺築町富士見２

１８６．２８�

唇
（４頁）

６７－５号　ばい焼・焼却施設）

１７番１（１６号倉庫）

・廃乾電池（水銀又はその化合物を含む汚泥、廃プラスチック類、金属くずの

　混合物）

　保管上限　３７０．０４�

保管場所８（衛施第１５－３０号

北見市留辺藁町富士見２ １７番１

８４．３１�

・汚泥

　保管上限　１ ６７．２�

保管場所９（衛施第１５－３０号

北見市留辺薗町富士見２ １７番１

０．７９�

・廃プラスチック類

　保管上限　１．４�

ばい焼施設）

（３号倉庫）

ばい諸施設）

（３号倉庫）

保管場所１０（衛施第１５－３０号　ばい焼施設）

北見市留辺蕎町富士見２ １７番１（３号倉庫）

０．７９�

・金属くず

　保管上限　１．４�

保管場所１１（衛施第１５－３０号　ばい焼施設）

北見市留辺蕎町富士見２ １７番１（３号倉庫）

０．７９�

・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

’保管上限　１．４�　　　　、

保管場所１２（網環生第１ ９６号　ばい焼施設）

北見市留辺藁町富士見２ １７番１（１６号倉庫）

０，７９�

・燃え殼

　保管上限　１．４�

保管場所１３（網屋生第１ ９６号　ばい焼施設）

北見市留辺藁町富士見２ １７番ｌ（１６号倉庫）

２５５．０２�

・汚泥

　保管上限　３５２．８�

保管場所１４（網腐生第１

北見市留辺藁町富士見２１

０．７９�

・廃油

　保管上限　０．８�

９６号

７番１

ばい焼施設）

（1･ 6 号倉庫）

　　　　（５頁へ続く）

（オホーツク総合振興局）
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（26）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（27）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（28）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（29）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（30）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（31）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（32）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（33）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（５頁）

保管場所１５（網殺生第１

北見市留辺藁町富士見２１

０．７９�

・廃酸

　保管上限　０．７�

保管場所１６（網屋生第１

北見市留辺藁町富士見２１

６．０５�

・廃プラスチック類

　保管上限　１０�

保管場所１７（網環生第１

北見市留辺薦町富士見２ユ

１．５９�

・動植物性残さ

　保管上限　２-．８�

９６号　ばい焼施設）

７番１（１６号倉庫）

９６号　ばい焼施設）

７番１（１６号倉庫）

９６号　ばい焼施設）

ヅ番１（１６号倉庫）

保管場所１８（網腐生第１ ９６号　ばい焼施設）

北見市留辺薬町富士見２ １７番１（１６号倉庫）

０．７９�

・金属くず

　保管上限　０．７�

保管場所１９（網腐生第１ ９６号　ばい焼施設）

北見市留辺藁町富士見２ １７番１（１６号倉庫）

０．７９�

・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

　保管上限　Ｌ　４�

保管場所２０（オ環生第１ ５９５号　ばい焼施設）

北見市留辺菓町富士見２ １７番１（１４号倉庫）

３．１８�

・廃酸化銀電池（水銀又はその化合物を含む汚泥、金属くずの混合物）

　保管上限　１．６�

保管場所２上（オ原生第１ ５９５号　ばい焼施設）

北見市留辺藁町富士見２ １７番１（１４号倉庫）

３．１８�

・金属くず

　保管上限　３．２�

保管場所２２（オ原生第１５９５号　ぱい焼施設）

北見市留辺藁町富士見２ １７番１（１４号倉庫）

３．１８�

・汚泥

　保管上限　３，２�

　　　　（６頁へ続く）

（オホーツク総合振興局）



（34）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（35）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（36）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（37）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（38）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（39）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（40）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

ラ
　　　　　　　　　　（６頁）

保管場所２３（ばい焼（酸化）施設）

北見市留辺藁町富士見２１７番１（１６号倉庫）

１．５８�

・金属くず

　保管上限

（リチウムイオン電池、リチウムスクラップ）

　１．･６�－

保管場所２４（前処理（破砕・選別）施設）

北見市留辺藁町富士見２１７番１（９号倉庫）

２８．１２�

・廃蛍光管・水銀灯（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリー

　トくず及び陶磁器くずの混合物）

　保管上限　５０、６２�

保管場所２５（前処理（破砕・選別）施設）

北見市留辺藁町富士見２１７番１（１６号倉庫）

９６．３３�

・廃蛍光管・水銀灯（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリー

　トくず及び陶磁器くずの混合物）

　保管上限　１８２．４�

保管場所2゛6（前処理（破砕・選別）施設）

北見市留辺藁町富士見２１７番１（１６号倉庫）

３１．２５�

・廃蛍光管・水銀灯（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリー

　トくず及び陶磁器くずの混合物）

　保管上限　５６．２５�

保管場所２７（前処理（破砕・選別）施設）

北見市留辺蕎町富士見２１７番１（１６号倉庫）

２１．６�

・廃蛍光管・水銀灯（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリー

　トくず及び陶磁器くずの混合物）

　保管上限　８４;　２４�

保管場所２８（洗浄処理（破砕・選別）施設）

北見市留辺藁町富士見２１７番１（９号倉庫）

１１４．７２�

・廃蛍光管・水銀灯（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリー

　トくず及び陶磁器くずの混合物）

　保管上限　２５４�

保管場所２９（洗浄処理（破砕・選別）施設）

北見市留辺藁町富士見２１７番１（１０号倉庫）

３２６．２０�

‘廃蛍光管゛水銀灯（廃プラスチック類ヽ金属くず.ヽガラスくず、Ｊンクリー

　トくず及び陶磁器くずの混合物）

　保管上限　６８９．７３�

　　　　（７頁へ続く）

（オホーツク総合振興局）
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（41）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　狽

　　種　　　類

（42）施設の種類

　　設置揚所

　　面　　　積

　　種　　　類

（43）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

（44）施設の種類

　　設置場所

　　面　　　積

　　種　　　類

　　　　　　　　　　　（７頁）

保管場所３０（洗浄処理（破砕・選別）施設）

北見市留辺藁町富士見２１７番１（１６号倉庫）

１６０．５５�

・廃蛍光管・水銀灯（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリー

　トくず及び陶磁器くずの混合物）

　保管上限　３０４�

保管場所３１（洗浄処理（破砕・選別）施設）

北見古習辺藁町富士見２１７番１（１６号倉庫）

６２．５�

・廃蛍光管・水銀灯（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリー

　トくず及び陶磁器くずの混合物）

　保管上限　１１２。５�

保管場所３２（洗浄処理（破砕・選別）施設）

北見市留辺藁町富士見２ １７番１（１７号倉庫）

５４．８７�

．’廃蛍光管・水銀灯（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリー

　トくず及び陶磁器くずの混合物）

　保管上限　１ ０２．８８�

保管場所３３（前処理（破砕・選別）施設）

北見市留辺藁町富士見２１７番１（１６号倉庫）

３１．２５�

・冷陰極蛍光ランプ（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリー

　トくず及び陶磁器くずの混合物）
　保管上限　５６．２５�

３．許可の条件

　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

４ 許可の更新又は変更の状況

平成５年８月１１日　許可の更新
平成８年７月２２日　変更許可（選別（廃プラスチック類）、破砕・選別（ガラスくず、コ

　　　　　　　　　　　　ンクリートくず及び陶磁器くず）の追加。）

平成１０年

平成１５年

平成１６年

平成２０年

平成２４年

平成２５年

（
X
）
C
X
）
1
r
）

（
y
4
）
（
X
）

月
月
月
月
月
月

１１日

　５　日

　１　目

１０日

２０日

　９　日

許可の更新

許可の更新

事業の一部廃止届出（埋立（がれき類）の削除。）

許可の更新

事業の一部廃止届出（埋立（汚泥、鉱さい、ばいじん）の削除。）

許可の更新

５．規則第１０条の４第５項の規定による許可証の提出の有無 令･⑧

平成２６年TL 2月　９　日許可証書換交付 (オホーツク総合振興局)
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